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養殖生産額（全体） 魚病推定被害額（全体） 魚病推定被害額（ブリ類）

被害額
（億円）

生産額
（億円）

※ 生産額及び魚病推定被害額：海面は、ぶり類、まだい、くろまぐろ、ぎんざけ、ふぐ類、くるまえび、しまあじ、ひらめ、まあじ及び
その他の魚類。内水面は、うなぎ、こい、あゆ、にじます及びにじます以外のます類の合計。

‘97 ﾌﾞﾘ連鎖球菌ﾜｸﾁﾝの承認

注１：ホワイトスポット病（エビ・カニに感染する疾病）
注２：コイヘルペスウイルス病

‘93 WSD注１発生

‘03 KHVD注２発生

魚病被害の概要

• 主要な養殖品目の令和４年の魚病推定被害額は約105億円

（被害率（＝魚病推定被害額／養殖生産額）は、約2.5％）。

【魚病被害の推移（1986年～2022年）】

2



• 特に主力魚種であるブリ類では、被害額（49億円）被害率（3.7％）共に高く、また、複数の
疾病に被害割合が分散。

• 他方、マダイやフグ類では、被害割合が特定の疾病に偏り、継続している傾向。

※マダイのエドワジエラ症（H29以降50％以上で推移）、フグ類の粘液胞子虫やせ病（R2以降40％以上で推移）等。

主要魚種別の魚病被害状況（１）
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養殖魚種
養殖
生産額
（億円）

合計推定
被害額
（億円）

被害割合の高い疾病

１位 ２位 ３位

ブ
リ
類

R4 1,338 49 α溶血性レン
サ球菌症

38.1% ノカルジア症 33.4% レンサ球菌症
（未同定）

6.8%

R3 1,168 43 α溶血性レンサ球
菌症

37.9% ノカルジア症 34.6% マダイイリドウイ
ルス病

8.1%

マ
ダ
イ

R4 652 10 エドワジエラ
症

69.1% 滑走細菌症 5.8% マダイイリド
ウイルス病

5.7%

R3 599 14 エドワジエラ症 58.8% マダイイリドウイ
ルス病

21.6% ビブリオ病 5.6%

ク
ロ
マ
グ
ロ

R4 602 5 α溶血性レン
サ球菌症

44.5% レンサ球菌症
（未同定）

35.5% マダイイリド
ウイルス病

15.4%

R3 565 9 レンサ球菌症（未
同定）

48.0% α溶血性レンサ球
菌症

36.7% マダイイリドウイ
ルス病

9.3%

＊出典：令和4・5年度水産防疫対策事業の魚病被害状況調査
        令和3・4年 漁業・養殖業生産統計年報



主要魚種別の魚病被害状況（２）
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養殖魚種
養殖
生産額
（億円）

合計推定
被害額
（億円）

被害割合の高い疾病

１位 ２位 ３位

ウ
ナ
ギ

R4 893 12 パラコロ病 36.4% ウイルス性血
管内皮壊死症
（鰓うっ血
症）

13.8% 不明病（原因
不明）

13.6%

R3 758 9 パラコロ病 38.8% 不明病（原因不
明）

23.3% ウイルス性血管
内皮壊死症（鰓
うっ血症）

10.7%

サ
ケ
マ
ス
類※

1

R4 191 ３ 伝染性造血器
壊死症

39.6% せっそう病 17.9% 冷水病 15.0%

R3 186 2 伝染性造血器壊
死症

26.8% 冷水病 14.7% せっそう病 11.5%

フ
グ
類※

2

R4 83 3 粘液胞子虫性
やせ病

61.8% 不明病（原因
不明）

18.6% 白点病 6.2%

R3 71 5 粘液胞子虫性や
せ病

42.0% ビブリオ病 19.5% エラムシ症 19.2%

※1:サケマス類はぎんざけと内水面ます類の合計
※2:フグ類はとらふぐとまふぐの合計

＊出典：令和4・5年度水産防疫対策事業の魚病被害状況調査
        令和3・4年 漁業・養殖業生産統計年報



・魚病被害の発生状況、魚病被害の内訳、主要魚種別魚病被害の推移を更新して公表。

魚病被害情報の公表

魚病被害の発生状況に関する情報

「魚病被害の発生状況に

関する情報」と検索。

スマホからでも

アクセス可能
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最新データ
を見やすく
整理。



「規制改革実施計画」実施項目ごとの
対応状況
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(実施項目 b )
感染症のように一気に広まり被害が大きくなる魚病について、例えば、養殖密度
の適正化、ワクチン接種の推進等の①効果的な対策の在り方を、②その費用負担
の在り方を含め、引き続き、魚病対策促進協議会にて検討する。

課題（１）

措置済み。継続的にフォローアップ。

「規制改革実施計画」（令和３年６月 閣議決定）

本年度「規制改革実施計画のフォローアップ結果について」（令和６年５月 規制
改革推進会議）
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①疾病の発生状況や被害率等に留意しつつ、複数の防疫措置を組み合わせて感染

症対策を最適化することが適当。

②魚病対策の費用は、養殖業者による⾃⼰負担が基本。

国は、費⽤負担の在り方について公益性の高い分野への⽀援を担うべき。

第８回協議会での結論（令和４年２月開催）



定期的にサーベイランスを実施、疾病発
生状況等を把握し、種苗生産業者、養殖
業者を研修、技術指導

卵・稚魚

種苗生産

種苗

陸上施設 沖出し（海面の生簀へ）

衛生管理（飼育
水の殺菌等）

種苗の検査

ワクチン接種の推進種苗の検査

適正飼育密度、給餌管理

安全な餌の使⽤、検査

サーベイランス

養殖場（海面の生簀で育成）

都道府県、漁協

防疫プログラム

種苗を介した病原体
の侵入リスク

餌を介した病原体の
侵入リスク

環境水を介した病原体
の侵入リスク

STOP

環境水を介し
た病原体の侵
入リスク

STOP

•種苗検査などで病原体の持ち込みを防
ぎ、飼育密度の管理等により感染症の
発生・拡大を予防

•予防にはワクチン接種を有効に活⽤

・全国３地区（新潟県、三重県尾鷲市、愛媛県愛南町）において補助事業を実施し、複数の防疫
措置を組み合わせた防疫対策のモデルを構築（令和５年度終了）。

・本事業により作成された水産防疫体制整備プログラムを報告会及び冊子配布により他の地域へ
横展開。

STOP STOP

国において実施している対策

（１）複数の防疫措置を組み合わせた対策の推進
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・重要疾病を対象として、診断法
や防除法等を開発。

・成果は、全国の養殖産地へ展開。

（２）技術開発

① 疾病の防除法の開発・普及

(
取り組んだ内容② 水産用医薬品の開発・承認

・防疫の主要手段である水産⽤医薬
品等について、充実を図るため、
開発や承認の取得を⽀援。

③ 大量へい死への対応
・ワクチンの効果的な活用

・都道府県等と連携し、大量へい
死への対応、ワクチンの効果的
な活⽤、特定疾病のまん延防止
対策を実施。
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年度 対象魚種 対象疾病

R1～R5 マダイ
夏季腎腫大症（仮称）
冬季貧血症（仮称）

R1～R5 マダイ マダイイリドウイルス病

R1～R5 ニジマス ラッシュ症

R1～R5 マス類 伝染性造血器壊死症(IHN)

R1～R5 ウナギ
ウイルス性血管内皮壊死症

（板状出血病）

R1～R5 アユ 異型細胞性鰓病

ア ワクチンの開発支援

イ 治療薬の開発支援

ウ 水産用医薬品等の承認に必要なデータ
の収集等に対する支援

製薬メーカーによる開発ステージへ移行済

年度 対象魚種 対象疾病

H29～R5
サケ・マス

類
伝染性造血器壊死症

(IHN)

R3
サケ・マス

類
β溶血性レンサ球菌症

R1～R4 ブリ類 ノカルジア症

R1～R4 クロマグロ α溶血性レンサ球菌症

R1～R4 クロマグロ マダイイリドウイルス病

R4～
クロマグロ
・ブリ

α溶血性レンサ球菌症
マダイイリドウイルス病

年度 対象魚種 対象疾病

R3～4 ヒラメ 滑走細菌症

R3～
※事業の内容は、特許出願の関係で
非公表

年度 事業の内容

R3～4 養殖魚類⽤自動連続注射機の実⽤化

イ ワクチンの効果的な活用

ウ 特定疾病のまん延防止対策

年度 対象魚種 概要

R4～ ブリ類
ワクチンの２回接種等の
方法の開発

R4～5 ブリ類
人工種苗における抗原抗体
反応の成立時期の検証

R6～
感染試験を⽤いずにワクチン有効性
を測定する手法の開発

年度
対象
魚種

対象
疾病

概要

継続中
コイ
等

特定
疾病

都道府県がまん延防止
措置を実施し、
国が10/10で費⽤負担

年度 対象魚種 対象疾病

R1～
アコヤ
ガイ

ビルナウイルスを原因
とする大量へい死

R4～
カンパチ
等

新たな型と思われる
レンサ球菌症

ア 大量へい死への対応



• 養殖場における衛生管理の徹底に資する情報の収集・普及を継続。

• 水産医用医薬品の適正使用及び抗菌剤に頼らない養殖生産体制を推進。

• ワクチン接種による疾病の予防等、複数の防疫措置の組合せにより、疾病の発生
予防に重点を置いた総合的な対策を推進。

• 最新の国際基準・情勢の収集と疾病の診断・予防・まん延防止等に係る技術開発
やアクティブサーベイランスの実施
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今後の取組



11

上記の国における対応
状況について、魚病対
策促進協議会に報告し、
引き続き、これらの公
益性の高い分野への支
援に取り組むことを確
認した。

（参考）令和７年度予算事業

リバイス済



(実施項目  c )
獣医師その他の水産動物の医療を提供する者は、初診から遠隔診療が実施可能で
あることを通知により明らかにする。

(実施項目  d )
通知を発出後、通知の内容を周知徹底した上で、遠隔診療の活用実態を継続的に
調査し、公表する。その上で、積極的に遠隔診療が活⽤された事例を養殖業者や
かかりつけ獣医師等の関係者へ周知するなど、遠隔診療がより積極的に活用され
るための措置を講ずる。

(実施項目  e )
通知の内容は、獣医師に直接周知・徹底を行う。

課題（２）

措置済み。継続的にフォローアップ。

「規制改革実施計画」（令和３年６月 閣議決定）

本年度「規制改革実施計画のフォローアップ結果について」（令和６年５月規制
改革推進会議）
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• 令和元年度より、潜在的人材を確保する観点から、これまで養殖業者から診療を依頼
されていた獣医師だけでなく、未経験者やＯＢも含め、都道府県と連携して診療に協
力する意欲のある獣医師に働きかけ、公募により獣医師リストを作成し、都道府県に

共有。 令和７年２月時点で 82名。
• 今後もリストを随時更新し、都道府県に共有予定。

養殖場における魚病診断等に協力できる獣医師リストの作成・共有
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【都道府県に共有している獣医師リストの抜粋】

番号
所在

都道府県
往診（訪問）可能な地域

31 熊本県 九州

32 宮崎県 宮崎県内

34 宮城県 宮城県内

35 神奈川県神奈川県

36 熊本県 九州圏内

37 愛媛県
ご相談ください。検体送付による
病理検査がメイン。

38 大阪府 大阪府内

39 京都府 全国

40 千葉県 千葉県、群馬県

42 宮城県 宮城県内

43 福岡県
現時点では対応不可。
将来的に山口から北部九州地域

44 宮城県
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、
山形県、福島県

45 神奈川県事前申告あればいずれでも可

47 宮城県
宮城県全域、岩手県南地域、福島
県北地域

48 宮城県 宮城県内

50 新潟県 新潟県

52 神奈川県関東

55 神奈川県神奈川県、東京都

56 神奈川県神奈川県、東京都

58 千葉県 全国

59 北海道 北海道

60 埼玉県 未定（九州地域の予定）

61 群馬県 全国

62 群馬県 関東・甲信越

63 群馬県 関東・甲信越

番号
所在

都道府県
往診（訪問）可能な地域

1 宮城県 宮城県内

2 茨城県
茨城県南～北、水戸、日立、大洗、鹿島
（訪問可能な地域は、他県を含め要相談）

3 埼玉県 関東圏

4 東京都 相談してください。

6 東京都 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県※

7 神奈川県 神奈川近県

8 神奈川県 関東近郊

9 神奈川県 神奈川近県

10 福井県 福井県及び近隣県

11 大阪府 要相談

12 大阪府 大阪府、和歌山県、三重県

14 愛媛県 愛媛県（中予、南予）

15 高知県
高知県宿毛市、
愛媛県愛南町

16 石川県 石川県、福井県、富山県

17 宮崎県 可能な限りどこでも

18 宮崎県 九州、四国

19 宮崎県 宮崎県北部

20 鹿児島県 全ての地域訪問可能

21 宮崎県
宮崎県を中心に鹿児島県、大分県、
熊本県

23 岐阜県 岐阜県

24 神奈川県
神奈川および隣接都県（千葉、静岡、
山梨、東京）

25 東京都 首都圏

27 山梨県 要相談

29 東京都 基本は日帰り可能な関東圏内、他は要相談

30 神奈川県 神奈川県内、伊豆半島

番号
所在

都道府県
往診（訪問）可能な地域

64 群馬県 全国

66 栃木県 栃木県内および近隣

67 栃木県 栃木県

69 三重県 三重県、愛知県

72 千葉県 首都圏

73 大阪府 大阪府と近隣

75 福岡県 福岡県及び福岡県周辺域

76 埼玉県 関東近県

77 長野県 長野県北信、東信、中信

78 長野県 長野県、群馬県の一部エリア

79 島根県 島根県全域及びその周辺

82 大阪府 近畿圏内

86 岩手県

岩手県内全域では、対応可能な診
療を訪問により往診。
処方箋を伴わない場合には、県外
でも相談を受け付ける。

93 神奈川県
関東
事情によっては全国

95 宮崎県 九州内

96 東京都 全国

97 東京都
青森県、東京都
その他、日本全国に訪問可能

99 岩手県 岩手県、宮城県北部

100 熊本県 熊本県内

101 鹿児島県要相談

102 鹿児島県要相談

103 埼玉県 関東（要相談）

104 埼玉県 関東

105 山口県 要相談

110 和歌山県大阪府、和歌山県、三重県

番号
所在

都道府県
往診（訪問）可能な地域

111 愛知県 愛知県

113 鹿児島県鹿児島県、熊本県、長崎県

114 鹿児島県鹿児島県

115 神奈川県全国

118 愛媛県 愛媛県、高知県

124 北海道
北海道 道北エリア（上川北
部・宗谷地方）

125 東京都



獣医師のスキルアップへの取組

令和６年度はサーモン養殖現場における実地研修を実施。

２回の研修にのべ16名の獣医師が参加。うち２名が複数回参加。
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実施日 ：令和６年10月15～16日（北海道）、養殖魚種：マスノスケ

実施日 ：令和６年10月17～18日（岩手県）、養殖魚種：サクラマス・ギンザケ



遠隔診療に関する技術研修の継続

遠隔診療に先進的に取り組んでいる（株）ニッスイの協力により、令和４、５年度に引き続き

６年度も都道府県魚病担当者等へ遠隔診療に関する技術研修を開催し、ウエアブルカメラにより

中継された映像を⽤いた模擬診断を実施。30名が参加。

ウエアブルカメラの映像からキャプチャーされた画像①
（囲まれた部分に腎臓及び脾臓の結節が確認できる）

ウエアブルカメラの映像からキャプチャーされた画像②
（①の検体から脾臓を切り出し、結節を改めて確認）

研修参加者が遠隔で脳、鰓、内臓の病態（結節、炎症等）を
確認し、病名（ノカルジア症及びレンサ球菌症）を特定

スクリーンに映し出された中継映像を見ながら、病魚の解剖
指示を出す研修参加者

15



魚類防疫員のさらなるスキルアップへの取組

• 第一線で活躍する魚類防疫員を対象に、岐阜県水産研究所下呂⽀所において内水面魚類の
より実践的な診断技術に関する実地研修（令和７年２月５～６日）を実施。

• 診断実習に加え、参加者が持ち寄った魚病診断カルテやこれまでの経験に基づく診断上の

工夫等に関する活発な情報交換が行われた。

16

参加者が持ち寄ったカルテを⽤いた魚病診断魚病診断で最も重要な健康魚と病魚の比較

魚病診断の実習染色した菌体の検鏡の実演



今後の取組

遠隔診療の手引き

• 遠隔診療事例の事例集への追加。

• 令和６年度からスタートした「魚病迅速診断体制構築モデル事業」により、都道府県の垣根を

越えて連携した広域の迅速診断体制の構築を⽀援。

• 継続的にリスト獣医師、都道府県魚病担当者等への遠隔診療に関する技術研修を実施。

• 都道府県魚病ブロック会議における意見を元に作成し、都道府県、獣医師、養殖業者へ配布した

養殖業者向け遠隔診療の手引きの見直し。

17

養殖業者養殖現場
ウェアラブルカメラ

広域に連携した魚病迅速診断体制

X県魚類防疫員

Z県魚類防疫員X県魚類防疫員

遠隔診療ネットワーク

電子カルテ、情報通
信システムによる
リアルタイム共有

Y県獣医師

広域に連携した魚病迅速診断体制
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